
報告第２号 

 

建物破損事故による損害賠償請求事件に関する専決処分に係る報告につい

て 

 

 建物破損事故による損害賠償請求事件に関し、その損害賠償の額の決定及びこれに

伴う和解について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町長

専決条例（平成26年矢巾町条例第７号）第２条第２号の規定により別紙のとおり専決

処分したので、同法第180条第２項の規定により、次のとおり報告する。 

 

 

  令和８年２月１６日提出 

 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

  



別紙 

 

専 決 処 分 書 

 

 建物破損事故による損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治法

（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町長専決条例（平成26年矢巾町条例

第７号）第２条第２号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 令和８年２月２日 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

記 

１ 事故名 

   建物破損事故 

 

２ 事故発生日時 

   令和７年７月３日（木）午後２時30分頃 

 

３ 事故発生場所 

   矢巾町大字広宮沢第１地割地内 

 

４ 和解及び損害賠償の相手方 

   矢巾町大字広宮沢第１地割２番地900 

   笠寺 進 

 

５ 損害賠償の原因 

 矢巾町が管理する南昌台団地公園敷地内の木が倒れ、隣接する建物に接触し屋

根及び雨樋が破損したものである。 

 

６ 和解の内容 

 損害賠償の額は、７に定めるとおりとし、当事者はともに将来いかなる事由が

発生しても一切の異議を申し立てない。 

 

７ 損害賠償の額 

   204,600円 

 



報告第３号 

 

自動車破損事故による損害賠償請求事件に関する専決処分に係る報告につ

いて 

 

 自動車破損事故による損害賠償請求事件に関し、その損害賠償の額の決定及びこれ

に伴う和解について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町

長専決条例（平成26年矢巾町条例第７号）第２条第２号の規定により別紙のとおり専

決処分したので、同法第180条第２項の規定により、次のとおり報告する。 

 

 

  令和８年２月１６日提出 

 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

  



別紙 

 

専 決 処 分 書 

 

 自動車破損事故による損害賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第180条第１項及び矢巾町長専決条例（平成26年矢巾町条

例第７号）第２条第２号の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 令和８年２月２日 

 

矢巾町長 高 橋 昌 造 

 

記 

１ 事故名 

   自動車破損事故 

 

２ 事故発生日時 

   令和７年８月１日（金）午前９時40分頃 

 

３ 事故発生場所 

   矢巾町大字下矢次第２地割地内 

 

４ 和解及び損害賠償の相手方 

   盛岡市盛岡駅西通一丁目26-22-201 

   髙橋 佑歩 

 

５ 損害賠償の原因 

 町道田中横道線において、草刈作業の飛び石が自動車に接触し、フロントガラ

スを破損したものである。 

 

６ 和解の内容 

 損害賠償の額は、７に定めるとおりとし、当事者はともに将来いかなる事由が

発生しても一切の異議を申し立てない。 

 

７ 損害賠償の額 

   175,235円 

 
















































































































